
奈
良
県
職
員
健
康
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
九
号

奈
良
県
職
員
健
康
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
職
員
健
康
審
査
会
規
則
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
九
人
」
を
「
十
三
人
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
総
務
部
人
事
課
」
の
下
に
「
及
び
総
務
部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
条
を
第

八
条
と
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
部
会
）

第
七
条

審
査
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
長
が
指
名
す
る
。

３

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
委
員
長
が
指
名
す
る
委
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

４

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

部
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
部
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か

ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６

審
査
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
査
会
の
議
決
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

７

前
条
の
規
定
は
、
部
会
の
会
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


